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はじめに
平素より、住生活少額短期保険をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。
この度、当社の業務および事業の概況、財務状況等についてご説明するためにディスクロージャー誌「住生活
少額短期保険の現状2020」を作成いたしました。
本誌が当社の現状についてご理解いただく上で、お役立ていただけましたら幸いです。今後とも、一層のご支援な
らびにご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

※本誌は「保険業法第272 条の17 において準用する保険業法第111 条及び同施行規則第211 条の37」に基づいて
作成したディスクロージャー資料（業務及び財産の状況に関する説明書）であります。
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1.トップメッセージ
当社はLIXILグループの一員であるジャパンホームシールド株式会社の
出資で2016年に設立され、翌年の2017年4月より営業を開始し
今期で営業開始から3期が経過しました。
当初は大口の取引先との契約を背景に順調なスタートを切りましたが
その後の事業環境の変化や2020年年3月以降の新型コロナウィルス
感染症の拡大に伴う自粛要請、その後の新たな生活様式への取組み
等、内外部ともに不安定な要素が高まりつつあり、当面は経営環境が
厳しい状況が続くものと思われます。
しかしながら、当社グループの「生活者視点に立ったイノベーションを推進
し、世界中の人びとのより豊かで快適な住まいと暮らしの実現を目指して
住関連サービスをグローバルに提供する」の理念に基づき、保険分野に
おけるお客様のニーズに沿った商品の開発・提供を継続してまいります。

Ⅰ.会社の概要および組織

1

住生活少額短期保険株式会社

代表取締役

2.会社概要（2020年3月31日現在）

商号 住生活少額短期保険株式会社

所在地 東京都墨田区両国2丁目10番14号 両国シティコア17階

代表取締役 斉藤 武司

設立 2016年4月1日（営業開始 2017年4月1日）

資本金 85,000,000円（資本準備金85,000,000円）

登録 関東財務局長（少額短期保険）第74号（2017年2月15日登録）

3.会社の沿革

2016年 4月 住生活株式会社（少額短期保険業者準備会社）

2017年 2月

少額短期保険業者として関東財務局登録完了
「関東財務局長（少額短期保険）第74号」

住生活少額短期保険株式会社に商号変更

2017年 4月 「既存住宅設備保険」販売開始

2019年10月 「住設機器保険」販売開始
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4.会社の組織
株主総会株主総会

取締役会取締役会

取締役取締役

コンプライアンス部コンプライアンス部

経営会議経営会議内部監査室内部監査室

保険計理人保険計理人監査役監査役

営業推進部営業推進部 業務管理部業務管理部

5.株式の状況
（1）株式数

発行可能株式総数10,000株 （うち普通株式総数 1,000株、うちA種類株式総数 9,000株）
発行済み株式の総数3,400株 （うち普通株式総数 200株、うちA種類株式総数 3,200株）
＊A種類株式は、株主総会において議決権を行使することができない、議決権制限付株式です。

（2）当年度株主数
7名

（3）株主

＊ A種類株式は、株主総会において議決権を行使することができない、議決権制限付株式です。

株主の氏名または名称
普通株式 A種類株式 合計

持株数 議決権比率 持株数 持株数 出資比率

ジャパンホームシールド（株） 100株 50％ 3,200 3,300株 97.0％

損害保険ジャパン日本興亜（株） 18株 9％ － 18株 0.5％

その他個人株主5名 82株 41％ － 82株 2.4％

合計 200株 100％ 3,200株 3,400株 100％

氏名 地位および担当 重要な兼職の状況

斉藤 武司 代表取締役 ジャパンホームシールド株式会社 代表取締役
株式会社LIXIL住生活ソリューション 取締役

久末 博之 取締役 -

平田 幸子 取締役（非常勤）
ジャパンホームシールド株式会社 経理部長
JHSエンジニアリング株式会社 管理部長
ファーストインスペクションサービス株式会社 監査役

豊永 幹也 監査役（非常勤） ジャパンホームシールド株式会社 監査役

6.役員の状況
（2020年3月末時点）



（1）既存住宅設備保険
2017年4月より販売開始。
既存住宅の購入者等を主な対象とし、住宅に設置の対象設備に、故障・不具合が生じた際、それを修理する
ための費用（部品代、材料費、人件費、交通費、その他修理に要した費用等）を補償します。
保険の対象となる設備は、当社が指定する者の検査により正常に稼働することが確認された設備です。
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≪補償プラン例≫ 各対象設備ごとの支払限度額

設置場所または設備 対象設備 製造から
15年以内

製造から
15年超30年以内

システムキッチン ガスコンロ ・ＩＨクッキングヒーター
レンジフード・ビルトインオーブンレンジ
ビルトイン食器洗乾燥機
ビルトイン浄水器・ディスポーザー
電動昇降機戸棚
シンク（排水）/水栓

１５万円 3万円

システムバス 浴槽・換気(暖房）乾燥機/バスミスト
水栓/排水

給湯設備 給湯器（操作パネル含む）

洗面室 洗面化粧台/水栓 ・換気扇
洗濯機用水栓/洗濯機パン

トイレ 本体/機能付便座/ロータンク/手洗器
換気扇

居室 ビルトインエアコン
床暖房システム

廊下・玄関 インターホン
ダウンライト照明/照明スイッチ

外部・その他 スロップシンク/外水栓

①住宅設備の修理費用を保険でカバー
保険金としてお支払いする額は、故障した対象設備の修理費用です。
※修理費用が再調達価額を超える場合は、再調達価額をお支払いいたします。
②充実の補償
事故の都度、各設備ごとに、ご契約プランの保険金額を限度(注)として補償します。
保険金をお支払した場合でも、その後における保険金額は減額しません。
(注)製造から15年超30年以内の設備はご契約プランの保険金額の20％が限度となります。

③火災・風災などに対応する災害見舞金特約
対象設備に火災、風災、ひょう災、雪災、水災により損害が生じた場合に見舞金をお支払いする特約の
付帯が可能です。（お支払額は設備保険金の20%の額）
④駆けつけサービス（本保険にセットされるサービスです）
水まわり応急処置 :  給排水管のつまりや故障によるあふれの応急処置など
玄関のカギ開け :  対象物件の玄関の開錠（破綻対応となる場合がございます）
窓ガラスの応急処置 :  対象物件の窓ガラスのヒビ、割れ、破損を養生し、ガラス破片などを撤去
＊詳細については、「重要事項の説明」、および普通保険約款・特約を参照下さい。

Ⅱ.主要な業務の内容

1.取扱商品



（2）住設機器保険
2019年10月より販売開始。
主として賃貸経営者等を対象とし、対象設備に、故障・不具合が生じた際、それを修理するための費用
（部品代、材料費人件費、交通費、その他修理に要した費用等）を補償します。
保険の対象となる設備は、申込時に不具合が無いと申告を受けた設備です。
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①住宅設備の修理費用を保険でカバー
保険金としてお支払いする額は、故障した対象設備の修理費用です。
※修理費用が再調達価額を超える場合は、再調達価額をお支払いいたします。
②充実の補償
事故の都度、各設備ごとに、ご契約プランの保険金額を限度(注)として補償します。
保険金をお支払した場合でも、その後における保険金額は減額しません。
(注)製造から事故発生時までの経過年数が15年超の設備はご契約プランの保険金額の20％が

限度となります。
③エアコン・床暖房・暖房機を補償する個別製品特約
必要に応じてそれぞれ個別で台数を指定し補償を受けることができます。
（注）基本の補償とは異なり製造から事故発生時までの経過年数が10年超15年以内の設備は

ご契約プランの保険金額の20％が限度となります。
＊詳細については、「重要事項の説明」、および普通保険約款・特約を参照下さい。

≪補償プラン例≫ 各対象設備ごとの支払限度額
（製造から事故発生時までの経過年数）

設置場所または設備 対象設備 15年以内 15年超30年以内

システムキッチン ガスコンロ ・ＩＨクッキングヒーター
レンジフード・シンク（排水）/水栓

１５万円 3万円

システムバス 浴槽/換気扇/水栓

給湯設備 給湯器（操作パネル含む）

洗面室 水栓/換気扇
洗濯機用水栓/洗濯機パン

トイレ 便器/ロータンク/機能付き便座
手洗器/換気扇

廊下・玄関 インターホン
ダウンライト照明/照明スイッチ

■任意特約
個別製品特約

エアコン/床暖房/暖房機
※個々の申込が必要

10年以内
11年以
上15年
以内

15万円 3万円



2. 保険募集の体制
（１）保険募集の方法

当社は、「既存住宅設備保険」の販売を開始しますが、これは、直接販売または当社と代理店委託契約を
締結した代理店により取り扱い、保険業法等に準拠した保険の募集・保険の契約が適切に行われるように
保険代理店に対する教育・管理・指導を行います。

（２）代理店登録および届出
当社は、「代理店委託管理規程」に基づき、登録要件などの基準をもとに代理店としての適格性を審査した
うえで、保険業法第２７６条に基づき内閣総理大臣への代理店登録を行います。また少額短期保険を募集
する際には 「少額短期保険募集人資格」に合格していることを確認し、内閣総理大臣への届出を行います。

（３）代理店教育
代理店は、お客様に適切に保険商品の説明をし、お客様の意向を確認した上で保険契約を締結いたしますが
その際には、法令等を遵守した保険募集が求められております。そのため、当社では保険募集人が適切な保険
募集を行えるように、保険募集人の事前研修を実施します。また、定期的な研修により、法令等に基づいた適正
な保険募集活動を確保するための体制の維持・管理に努めて参ります。

（４）勧誘方針
当社では、お客様への販売・勧誘にあたって「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、勧誘方針を次のとおり定め
保険商品の適正な販売活動に努めます。
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「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり定め、保険商品の適正な販売活動に努めます。

１．金融商品の販売に関する法律、保険業法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を
遵守し、適正な保険販売に努めます。

２．保険商品の内容および契約に関する重要事項については、パンフレット、重要事項説明書による説明を行い、お客さまが
十分に理解されたうえでご契約いただくよう努めます。

３．保険の販売、勧誘は、時間帯や場所、勧誘方法などに十分配慮し、お客さまのご了解をいただいたうえで行います。
４．お客さまのお問い合わせには、適切で丁寧な対応に努め、万一事故が発生した場合には迅速かつ適正な保険金の支払いに

努めます。
５．個人情報保護の重要性を認識し、お客さまの情報については、適正かつ厳正な管理に努めます。
６．お客さまのご意見や、ご要望等の収集に努め、今後の保険商品の開発やサービスの提供に反映していくよう努めます。

3. 保険金支払
当社は、保険金の支払いを、少額短期保険業の基本的かつ最も重要な業務であることを認識し、保険金請求に
対して迅速かつ、適切な保険金支払を行う体制を確保しています。
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（１）事故発生から保険金お支払までの流れ

【 事故発生から保険金お支払いまでの一般的な流れ 】
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（２）業務運営
当社は損害状況の確認業務等において、事故受付業務ならびに損害調査業務を外部に一部委託をします。
当社は委託先の監督と指導を行い、保険契約者の保護の観点より、公正かつ迅速な保険金支払態勢を確保
するため、委託 業務管理態勢の整備を図ります。

当社は、保険の一部につき、再保険会社と再保険契約を締結し、十分な保険金支払能力の維持に努めて
おります。再保険先の選定においては、再保険契約の締結により経営の健全性を損なうことを未然に防止する
ことを目的として格付け機関によるA－以上を取得・維持している保険会社を選定することを基本とし、保険会社
の実績や財務状況、契約条件を十分に検討のうえ、トーア再保険株式会社と再保険契約を締結して、保険責任
の一定 割合を移転しています。

4. 再保険の状況

1. 業務の適正を確保するための体制

Ⅲ.運営に関する事項

当社は、取締役及び使用人の職務の遂行が法令および定款に適合することを確保するための体制の確保のため、
取締役会で内部統制基本方針を策定するとともに、次のとおり決議しております。
① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社はグループ共通の倫理規定としての行動指針を定め、役員を含む全従業員が少なくとも年1回の読み合わせおよび遵守
の誓約を行う。また、当社は反社会的勢力を認めず、一切の関係を持たない。それら反社会的勢力による被害防止のため
圧力には組織で対処し、毅然とした態度で臨む。

② 取締役および使用人の職務の執行に係る情報保全および管理に関する体制
当社は法令および社内規定に基づき、文書等の保存を行う。取締役および使用人は、規定に基づき、常時、その文書等を
閲覧できる。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は定例の取締役会を年4回開催する。また、経営効率を向上させるため、取締役および主要部門長が出席する経営
会議を定例的に開催し、業務執行に係る意思決定を機動的に行う。

④ 当社およびグループ会社における業務の適正を確保するための体制
当社は親会社およびその親会社に対して事業状況の定期的な報告をおこない、重要案件については承認を受ける。

３. 親会社等との間の取引に関する事項

当社では少額短期保険会社としての業務の健全性及び適切性の観点から、リスク管理体制の整備・確立が
経営上極めて重要であると認識しており、リスク管理のための社内規程の制定および社内の組織体制を確立
しております。
当社の管理すべき保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスクについて、危機
発生時には適切な施策が講じることができるような社内体制が整備されております。

２. リスク管理体制

取引条件及び取引条件の決定方針等
＊ 業務委託料、事務所家賃等は市場実勢価格等を勘案し、交渉の上決定します。
＊ 出向負担金、経営管理料は、ジャパンホームシールド株式会社との確認書に基づき、交渉の上決定しております。
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４. 個人情報の取り扱い
当社は、お客様の住所・氏名・契約内容等の情報について、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法に
より取得しています。その情報については、保険契約の引き受け・管理、適正な保険金の支払い、お客様のニーズに
あった保険商品・サービスのご案内等のために利用しています。また、当社では、「個人情報の保護に関する法律」
および関連ガイドライン等基づき、社内諸規程を整備し、社内および代理店の教育、情報管理の徹底に取り組むと
ともに、日々、態勢の改善に努めて参ります。
お客様の個人情報のお取り扱いに関しては下記の「プライバシー・ポリシー」を定め、当社ホームページで公表しています。

（平成２９年５月３１日改訂施行）

当社は、LIXILグループの一員として、グループ経営理念のもと、個人情報を適正に取扱うことが社会的責務であり重要であると認識し
「個人情報の保護に関する法律(以下個人情報保護法といいます。)」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます。)」その他の関連法令、「金融分野における個人情報に関するガイドライン」その他の
ガイドラインや一般社団法人少額短期保険協会の「個人情報保護方針」等を遵守して、お客さまの個人情報の保護に努めてまいります。

１．個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内で、かつ適法で公正な手段により個人情報を取得します。

２．個人情報の利用目的
弊社は、取得した個人情報を次の目的および下記５．６．に掲げる目的に利用し、当該目的以外には利用しません。
(1) 当社が取扱う商品の案内、募集および販売(契約の維持、管理を含みます。)
(2) 上記(1)に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理
(3) 保険契約の適正な引受、維持管理、保険金の支払い(4)グループ会社、提携先企業等の商品およびサービスに関する情報の
案内

(4) 各種イベント、キャンペーン、セミナーの案内、各種情報の提供
(5) 再保険の契約、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(7) 当社が有する債権の回収
(8) 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの開発・研究
(9) 代理店等販売の新設・維持管理
(10) お問い合わせ・依頼等への対応
(11) その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するために行う業務

３．個人データの第三者への提供
(1) 当社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
・ 法令に基づく場合 ・ 当社の業務上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合 ・ 再保険の
手続きをする場合
・ 当社のグループ会社・提携先企業との間で共同利用を行う場合
(下記「５．グループ会社・提携先企業との共同利用」をご覧ください。)

・ 少額短期保険協会等との間で共同利用を行う場合 (下記「６．支払時情報交換制度」をご覧ください。)
(2) 当社は、法令で求められる範囲内で、個人データを第三者に提供した場合には当該提供に関する事項（いつ、どのような
提供先に、どのような個人データを提供したか等）について記録し、個人データを第三者から取得する場合には、当該取得に
関する事項（いつ、どのような提供元から、どのような個人データを取得したか、提供元の第三者がどのように当該データを取得
したか等）について確認・記録します。

４．個人データの取扱いの委託
当社は利用目的の達成に必要な範囲において、お客さまの個人データの取扱いを他の事業者に委託することがあります。お客さまの
個人データの取扱いを委託する場合は、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど、委託先に
対する必要かつ適切な監督を行います。当社では、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いを委託します。
(委託する業務の例) 
・ 保険契約の募集に関わる業務 ・ 損害調査に関わる業務 ・ 情報システムの開発・運用に関わる業務・保険証券の作成・
発送に関わる業務など

５．グループ会社・提携先企業との共同利用
前記２．に記載した利用目的のために当社はジャパンホームシールド株式会社との間で、以下のとおり個人データを共同利用する
ことがあります。
(1)個人データの項目
住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書などに記載された契約内容および事故状況、
保険金支払状況など

(2)個人データの管理責任者
・ 住生活少額短期保険株式会社
・ 共同して利用するグループの会社 ジャパンホームシールド株式会社： (http://www.j-shield.co.jp/)

６．支払時情報交換制度
当社は、保険金等のお支払が正しく、正確に行われることを目的として、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、
特定の損害保険会社等との間で保険契約に関する所定の情報を相互照会することがあります。
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７．センシティブ情報の取扱い
当社は、個人情報保護法第2条3項に定める要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活に
関する情報（本人、国の機関、地方公共団体、個人情報保護法第76条第1項各号もしくは同法施行規則第6条各号に掲げる者に
より公開されているもの、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除きます。以下「センシティブ
情報」といいます。）を個人情報保護法その他法令、ガイドラインで認められる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行いません。

８．特定個人情報等の取扱い
当社は、番号法にて定められている個人番号および特定個人情報は、同法で限定的に明記された目的以外のために取得および利用を
しません。番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報の第三者への提供、共同利用を行いません。

９．匿名加工情報の取扱い
（1）匿名加工情報の作成

当社は、匿名加工情報（法令に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人
に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたもの）を作成する場合には、以下の対応を行います。
・ 法令で定める基準に従って、適正な加工を施すこと
・ 法令で定める基準に従って、削除した情報や加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために安全管理措置を講じること
・ 作成した匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表すること
・ 作成の元となった個人情報の本人を識別するための行為をしないこと

（2）匿名加工情報の提供
当社は、匿名加工情報を第三者に提供する場合には、提供しようとする匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供
の方法を公表するとともに、提供先となる第三者に対して、提供する情報が匿名加工情報であることを明示します。

（3）匿名加工情報の取扱い
当社は、第三者が作成した匿名加工情報を取り扱う場合、作成元の個人情報の本人を識別する目的で、加工方法等の情報の
取得や他の情報との照合を行いません。

10．個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等または利用停止等
個人情報保護法に基づく保有個人データの関する事項の通知、開示・訂正等または利用停止等に関するご請求については下記
「１２．お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。
当社は、ご請求者がご本人であることをご確認させていただくとともに、弊社所定の方法により手続を行い、後日、ご回答いたします。
開示請求については、ご回答にあたり、弊社所定の手数料をいただくことがあります。弊社が必要な調査を行った結果、ご本人に関する
情報が不正確である場合は、その結果に基づいて正確なものに変更させていただきます。

11．個人データの安全管理措置の概要
当社は、個人データ、個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失またはき損の防止その他、個人データ、個人番号および特定個人
情報の安全管理のため、取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに
利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。安全管理措置に関するご質問については
下記「１２．お問い合わせ窓口」までお問い合わせください。

12．お問い合わせ窓口
当社は、個人情報および特定個人情報等の取扱いに関する苦情およびご相談に対し適切かつ迅速に対応します。当社の個人情報
および特定個人情報等の取扱いならびに個人データおよび特定個人情報等の安全管理措置に関するご照会、ご相談は、下記まで
お問い合わせください。
【お問い合わせ窓口】 住生活少額短期保険株式会社 カスタマーセンター

所在地 ： 〒130-0026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア17F
電 話 ： 0120-989-616 (受付時間：平日9～17時 土日祝日・年末年始を除く)



５. 指定紛争処理支援機関
当社は、指定紛争解決機関（指定ADR機関）に加入しています。
※ADR［Alternative Dispute Resolution（裁判外紛争解決）］とは、身の回りに起こるトラブルを裁判では
なく中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。

（金融ADR制度について）
金融分野の裁判外紛争解決制度であり、金融商品やサービスの苦情に対し的確に対応する体制作りを通じて
利用者保護の充実を図ることを目的としたものです。
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本少額短期保険
協会と手続実施基本契約を締結しています。
お客様（ご契約者等）が当社との間で問題を解決できない場合には、同協会にご相談いただくか、解決の申立てを行う
ことができます。
同協会内の、「少額短期ほけん相談室」（指定紛争解決機関）が窓口になります。
（少額短期ほけん相談室 ［指定紛争解決機関］）
一般社団法人日本少額短期保険協会内に設置された、少額短期保険業者の営業活動に関する苦情や紛争に
対応するための専門組織です。
受け付けた苦情について少額短期保険業者に解決を依頼するなど、適正な解決に努めるとともに、当事者間で問題の
解決がつかない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から紛争解決手続を実施します。
なお、同相談室が取り扱う苦情や紛争の範囲は、一般社団法人日本少額短期保険協会と指定紛争解決機関に関す
る手続実施基本契約を締結した少額短期保険業者に関連するものに限られます。

少額短期ほけん相談室 (指定紛争解決機関)
所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀三丁目12番8号 HF八丁堀ビルディング2F
フリーダイヤル 0120-82-1144（受付時間：平日9時～12時、13時～17時 土日祝日を除く）

６. 反社会的勢力への対応

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、適切かつ健全な少額短期保険事業を行うにあたり、2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会において決定
された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を遵守するとともに、当社の「コンプライアンス規程」に準
拠して、反社会的勢力に断固たる態度で対応し、関係を遮断するため、以下に基づき、対応を行います。

１．取引を含めた一切の関係遮断
当社は、反社会的勢力排除に向けた社会的責任、および反社会的勢力により当社、当社社員および顧客等が
受ける被害防止の重要性を十分認識し、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行います。

２．組織としての対応
当社は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行い、従業者の安全確保を最優先に行動します。

３．裏取引や資金提供の禁止
当社は、反社会的勢力に対しては、組織的な対応を行い、従業者の安全確保を最優先に行動します。

４．外部専門機関との連携
当社は、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言・協力を得ることができるよう、平素より警察、全国暴力追放
運動推進センター、弁護士などの外部専門機関等との連携強化を図ります。

５．有事における民事および刑事の法的対応
当社は、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から、積極的に法的対応を行います。

当社は、反社会的勢力等との関係の遮断および不当要求等に対する拒絶を徹底し、下記の通り「反社会的勢力
に対する基本方針」を定めております。
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1. 直近の事業年度における業務の概況
＜事業の経過および成果等＞
当会計年度における我が国経済は18年終盤からの生産・輸出の失速に加え、米中貿易摩擦の激化に
より、より厳しい環境の中にあります。年初はサービス業やインバウンド需要、個人消費が 堅調に推移し、
景気を下支えしたものの、消費税増税の影響等より年後半にはその勢いは失われ足元の景況感は弱含み
の状態が続いています。
一方、当社がターゲットとしている中古住宅流通市場においては、中古マンション、中古戸建ともに堅調に
推移しており、特に首都圏を中心としたマーケットの需要は底堅く、前年を上回る成約件数となっております。
以上のような環境の中で、主軸の「既存住宅設備保険」は、徐々に市場へ認知度が高めており特に主要
都市部における不動産事業者様からの引き合いが増加傾向にあります。一方で大口の 取引先においては
自社保証化の流れに対応できず、大幅な減収を余儀なくされました。また、当会計年度においては新商品とし
て賃貸住宅向けの設備補償として「住設機器保険」を投入しましたが、投入時期が大幅にずれ込んだ事により
業績への寄与に至りませんでした。
結果、当期の経常収入は21,729千円に留まり、経常損失は▲22,337千円となりました。
＜当社が対処すべき課題＞
当会計年度における結果を受け、これまでの大手事業者様を軸とした事業構成から中堅事業者様等の幅広い
顧客層との取引に移行し、事業基盤を安定化させることが急務であると考えております。
また、新規投入した「住設機器保険」の市場認知度の向上を推進し、「既存住宅設備保険」との相乗効果による
業績回復が課題であると考えております

2. 主要な業務の状況

Ⅳ.主要な業務の状況
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(単位：千円）（１）主要な業務の状況を示す指標

年度
項目 2017年度 2018年度 2019年度

正味収入保険料 3,344 4,078 3,046

経常収益 55,201 71,400 21,728

保険引受利益 ▲42,245 ▲42,899 ▲54,448

経常利益 ▲5,475 ▲6,682 ▲28,608

当期純利益 ▲4,014 ▲4,529 ▲22,337

正味損害率 9.7% 21.1％ 19.9％

正味事業費率 192.2% 215.6% 1077.2%

利息および配当金収入 ― ― ―
資本金
（発行株式総数）

50,000
(2,000株)

85,000
(3,400株)

85,000
(3,400株)

純資産額 95,534 161,004 138,666

総資産額 124,514 177,992 163,811

責任準備金残高 2,014 2,925 1,204

貸付金残高 ― ― ―

有価証券残高 ― ― ―

ソルベンマージン比率 10650.9％ 12100.5％ 11216.3％

配当性向 ― ― ―

従業員数 5 6 5



年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比
既存住宅設備保険 4,078 100% 3,046 100％
住 設 機 器 保 険 － － － －
合 計 4,078 100% 3,046 100%

(単位：千円）

（1）主要な業務の状況を示す指標等

① 正味収入保険料

② 元受正味保険料

(単位：千円）③ 支払再保険料

※正味収入保険料とは、元受正味保険料から出再契約の支払再保険料を控除したものをいいます。

年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比
既存住宅設備保険 40,784 100% 7,908 100%
住 設 機 器 保 険 － － － －
合 計 40,784 100% 7,908 100%

※元受収入保険料とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものをいいます。

年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比
既存住宅設備保険 36,705 100% 4,861 100%
住 設 機 器 保 険 － － － －
合 計 36,705 100% 4,861 100%

※支払再保険料とは、再保険料から再保険返戻金およびその他再保険収入を控除したものをいいます。

(単位：千円）

3. 直近の2事業年度における業務の状況

年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比

既存住宅設備保険 ▲42,899 100% ▲54,448 100%

住 設 機 器 保 険 － － － －
合 計 ▲42,899 100% ▲54,448 100%

(単位：千円）④ 保険引受損失

※保険引受損失とは、経常損失から保険引受以外に係る収支を控除したものをいいます。

⑤ 正味支払保険金 (単位：千円）
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年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比

既存住宅設備保険 863 100% 606 100%

住 設 機 器 保 険 － － － －
合 計 863 100% 606 100%
※正味支払保険金 とは、元受正味保険金から出再契約の回収再保険金を控除したものをいいます。



⑥ 元受正味保険金

年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比
既存住宅設備保険 8,639 100% 6,069 100%
住 設 機 器 保 険 － － － －
合 計 8,639 100% 6,069 100%

※元受正味保険金とは、元受契約の支払保険金から元受保険金戻入を控除したものをいいます。

(単位：千円）

⑦ 回収再保険金

年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比
既存住宅設備保険 7,775 100% 5,462 100%
住 設 機 器 保 険 － － － －
合 計 7,775 100% 5,462 100%

※回収再保険金とは、再保険金から再保険金割戻を控除したものをいいます。

(単位：千円）

（2）保険契約に関する指標等

① 契約者配当金の額

② 正味損害率、正味事業費率及び正味合算率

年度
項目

2018年度 2019年度

正味損害率 正味事業費率 正味合算率 正味損害率 正味事業費率 正味合算率

既存住宅設備保険 21.1% 215.6% 236.8% 19.9% 1077.2% 1097.1%

住 設 機 器 保 険 － － － － － －

合 計 21.1% 215.6% 236.8% 19.9% 1077.2% 1097.1%

※正味損害率＝正味支払保険金÷正味収入保険料
※正味事業費率＝正味事業費÷正味収入保険料
※正味合算率＝正味損害率＋正味事業費率
※正味事業費＝事業費-再保険手数料

該当ありません。
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③ 出再控除前の元受損害率、元受事業費率及び元受合算率

年度
項目

2018年度 2019年度

正味損害率 正味事業費率 正味合算率 正味損害率 正味事業費率 正味合算率

既存住宅設備保険 21.1% 75.4% 96.6% 76.7% 468.9% 545.7%

住 設 機 器 保 険 － － － － － －

合 計 21.1% 75.4% 96.6% 76.7% 468.9% 545.7%

※元受損害率＝元受正味保険金÷元受正味保険料
※元受事業費率＝事業費÷元受正味保険料
※元受合算率＝元受損害率＋元受事業費率
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④ 出再先保険会社の数と出再保険料の上位5社の割合

2018年度 2019年度

出 再 保 険 会 社 の 数 １社 １社

出再保険料 の上位 5 社 の 割合 100％ 100％

⑤ 支払保険料の格付けごとの割合

2018年度 2019年度

A－以上 100％ 100％

BBB以上 ― ―

その他 ― ―

合計 100％ 100％

※格付け区分は、S&Pグローバル・レーディング・ジャパン株式会社（S＆P社）の格付けを使用しています。
※各年度３月末時点の格付けに基づいています。

⑥ 未収再保険金の額

年度
項目

2018年度 2019年度

金額 構成比 金額 構成比

既存住宅設備保険 1,533 100% 1,125 100%

住設機器保険 － － － －

合計 1,533 100% 1,125 100%

(単位：千円）

（3）経理に関する指標等

① 支払備金

年度
項目 2018年度 2019年度

既存住宅設備保険 244 160

住設機器保険 － －

合計 244 160

(単位：千円）

② 責任準備金

年度
項目 2017年度 2018年度

既存住宅設備保険 2,925 1,204

住設機器保険 － －

合計 2,925 1,204

(単位：千円）

③ 利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高
該当ありません。
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（4）資産運用に関する指標等

① 資産運用の概況

年度
項目

2017年度 2018年度

金額 構成比 金額 構成比

現預金 68,977 38.8％ 17,077 10.4％

金銭信託 ― ― ― ―

有価証券 ― ― ― ―

運用資産計 68,977 38.8％ 17,077 10.4％

総資産額 177,992 100％ 163,811 100％

(単位：千円）

（注）現預金の金額は、預貯金に係る未収収益を含みます。

② 利息配当収入の額および運用利回り

年度
項目

2018年度 2019年度

金額 利回り 金額 利回り

現預金 ― ― ― ―

金銭信託 ― ― ― ―

有価証券 ― ― ― ―

運用資産計 ― ― ― ―

総資産額 ― ― ― ―

(単位：千円）

③ 保有有価証券の種類別の残高および合計に対する構成比
該当ありません。

④ 保有有価証券利回り

該当ありません。
⑤ 有価証券の種類別の残存期間別残高

該当ありません。

（5）責任準備金の残高の内訳

2018年度 2019年度
既存住宅
設備保険

住設
機器保険 合計 既存住宅

設備保険
住設

機器保険 合計

普通責任準備金 2,703 ― 2,703 958 ― 958

異 常危険準備金 222 ― 222 246 ― 246

契約者配当準備金 ― ― ― ― ― ―

合 計 2,925 ― 2,925 1,204 ― 1,204

(単位：千円）

④ 損害率の上昇に対する経常利益または経常損失の変動

損害率の上昇シナリオ 発生損害率が１％上昇すると仮定します。

計算方法 正味既経過保険料×１％

経常損失増加額
2018年度 2019年度

333千円 253千円

※収支残による影響をのぞいています。
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項目 2018年度 2019年度

(A)  ソルベンシー・マージン総額 78,523 33,206

① 純資産の部の合計額(繰延資産等控除後の額) 78,300 32,960

② 価格変動準備金 ― ―

③ 異常危険準備金 222 246

④ 一般貸倒引当金 ― ―

⑤ その他有価証券評価差額(税効果控除前)(99%または100%) ― ―

⑥ 土地含み損益(85%又は100%) ― ―

⑦ 契約者配当準備金の一部(除、翌期配当所要額) ― ―

⑧ 将来利益 ― ―

⑨ 税効果相当額 ― ―

⑩ 負債性資本調達手段等 ― ―

告示(第14号)第2条第3項第5号イに掲げるもの(10(a)) ― ―

告示(第14号)第2条第3項第5号ロに掲げるもの(10(b)) ― ―

(B)  リスクの合計 √(R1²+R2²)+R3+R4 1,297 592

保険リスク相当額 572 436

R1  一般保険リスク相当額 566 431

R4  巨大災害リスク相当額 6 5

R2  資産運用リスク相当額 1,104 361

価格変動等リスク相当額 ― ―

信用リスク相当額 689 170

子会社等リスク相当額 ― ―

再保険リスク相当額 383 145

再保険回収リスク相当額 31 44

R3  経営リスク相当額 50 23

(C)   ソルベンシー・マージン比率 [ (A) / { (B)×1/2 } ] 12100.5% 11216.3%

（注） 上記の金額および数値は、保険業法施行規則第211条の59および第211条の60ならびに平成18年金融庁告示第14号の
規定に基づいて算出しています。

（単位：千円）

（６）ソルベンシー・マージン比率

（７）時価情報等
① 有価証券
該当ありません。

② 金銭の信託
該当ありません。



1.計算書類等

（１）貸借対照表

Ⅴ.経理の状況
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(単位：千円）

2018年度
(2019年3月31日現在)

2019年度
(2020年3月31日現在)

（資産の部）
現金及び預貯金 68,977 17,077
現金 - -
預貯金 68,977 17,077

金銭の信託 － －
有価証券 － －
国債 - -
地方債 - -
その他の証券 - -

有形固定資産 - -
土地 - -
建物 - -
リース資産 - -
建設仮勘定 - -
その他の有形固定資産 - -

無形固定資産 6,354 10,228
ソフトウェア 6,354 10,228
のれん - -
リース資産 - -
その他の無形固定資産 - -

代理店貸 － －
再保険貸 3,116 4,493
その他資産 85,459 106,902
未収金 - -
代理業務貸 - -
未収保険料 465 561
前払費用 2,200 -
未収収益 - -
預託金 - -
仮払金 - -
保険業法第113条繰延資産 72,986 98,862
その他の資産 9,807 7,478

前払年金費用 － －
繰延税金資産 4,083 15,110
再評価に係る繰延税金資産 － －
供託金 10,000 10,000

資産の部合計 177,992 163,811
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(単位：千円）

2018年度
(2019年3月31日現在)

2019年度
(2020年3月31日現在)

（負債の部）
保険契約準備金 3,170 1,365
支払備金 244 160
責任準備金 2,925 1,204
普通責任準備金 2,703 958
異常危険準備金 222 246
契約者配当準備金 - -

代理店借 35 75
再保険借 2,601 1,850
短期社債 － －
社債 － －
新株予約権付社債 － －
その他負債 7,893 19,364
代理業務貸 - -
借入金 - 15,000
未払法人税等 290 292
未払金 0 344
未払費用 7,492 3,530
前受収益 - -
預り金 0 7
資産除去債務 - -
仮受金 - -
その他の負債 110 189

退職給付引当金 － －
役員退職慰労引当金 － －
その他の引当金 3,287 2,488
価格変動準備金 － －
繰延税金負債 － －
再評価に係る繰延税金負債 － －

負債の部 合計 16,987 25,144
（純資産の部）

資本金 85,000 85,000
新株式申込証拠金 － －
資本剰余金 85,000 85,000
資本準備金 85,000 85,000
その他資本剰余金 - -

利益剰余金 △8,995 △31,333
利益準備金 - -
その他利益剰余金 △8,995 △31,333
退職金関係積立金 - -
不動産圧縮積立金 - -
社会更正事業増進積立金 - -
その他の積立金 - -
繰越利益剰余金 △8,995 △31,333

自己株式
自己株式申込証拠金
株主資本合計 161,004 138,666
その他有価証券評価差額金 － －
繰延ヘッジ損益 － －
土地再評価差額金 － －
評価・換算差額等合計 － －
新株予約権 － －

純資産の部 合計 161,004 138,666
負債及び純資産の部合計 177,992 163,811



（貸借対照表に関する注記事項）
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預貯金 17,077 17,077 0
(2)再保険貸 4,493 4,493 0
(3)未収保険料 561 561 0
(4)再保険借 (1,850) (1,850) 0
(5)未払費用 (3,530) (3,530) 0
(6)前受保険料 (189) (189) 0

(単位：千円）

8. 1株当たりの純資産額は 40,784 円 37 銭であります。算定の基礎である純資産額は 138,666千円であり、その全額が
①普通株式200株、②Ａ種類株式3,200株に係るものです。
＊Ａ種類株式は、株主総会において議決権を行使することができない議決権制限付株式です。
9. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

1. 自社利用のソフトウェアの減価償却については、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法を採用しております。
2. 賞与引当金は従業員の賞与に充てるため支給見込額を基準に計上しています。
3. 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式です。
なお、資産に係る控除対象外消費税等については5年間の均等償却を行っています。

4. 責任準備金は保険業法施行規則第211条の46の規定に基づく準備金であり、同第1項第1号イに規定する未経過保険料
については、純保険料等に基づく算出方法により計算しています。

5. 金融商品の状況に関する注記
(1)金融商品の状況に関する注記
少額短期保険会社の資産運用は、預貯金(外貨建てを除く)・国債・地方債等に限定されている上、当社では安定性・
流動性の確保から預貯金による運用を基本方針としています。

(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

* 負債で計上されているものについては( )書きで表示しています。

(注) 金融商品の時価の算定方法
当社が保有する金融商品のうち重要性のあるものは上記表のとおりであります。これらは短期間当社が保有する
金融商品のうち重要性のあるものは上記表のとおりであります。これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿
価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっています。

6. 繰延税金資産の総額は、 15,110千円です。その主な発生の原因別内訳は、賞与引当金繰入超過額 853千円、繰越
欠損金 14,158円です。
7. 当期末における支払備金及び責任準備金の内訳は、次のとおりです。

(支払備金）
支払備金(出再支払備金控除前) 502千円
同上にかかる出再支払備金 452千円
差引(イ) 50千円
IBNR備金(出再IBNR備金控除前) 1,106千円
同上にかかる出再IBNR備金 996千円
差引(ロ) 110千円
計(イ+ロ) 160千円

(責任準備金）
責任準備金(出再責任準備金控除前) 9,583千円
同上にかかる出再責任準備金 8,625千円
差引(イ) 958千円
異常危険準備金(ロ) 246千円
計(イ+ロ) 1,204千円
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(単位：千円）

年度
科目

2018年度
2018年4月 1日から
2019年3月31日まで

2019年度
2019年4月 1日から
2020年3月31日まで

経常収益 71,400 21,728
保険料等収入 71,400 19,923

保険料 41,229 7,922
再保険収入 30,170 12,001

回収再保険金 7,775 5,462
再保険手数料 21,993 4,270
再保険返戻金 400 12
その他再保険収入 - 2,255

支払備金戻入額 - 83
責任準備金戻入額 - 1,721
資産運用収益 - -

利息及び配当金収入 - -
預貯金利息 - -
有価証券利息・配当金 - -
その他利息配当金 - -

有価証券売却益 - -
有価要件償還益 - -
その他運用収益 - -

経常費用 78,083 50,337
保険金等支払金 46,192 13,214

保険金 8,639 6,069
給付金 - -
解約返戻金 445 14
その他返戻金 - -
契約者配当金 - -
再保険料 37,106 7,130

責任準備金等繰入額 1,102 -
支払備金繰入額 191 -
責任準備金繰入額 910 -

資産運用費用 - -
事業費 67,004 62,963

営業費及び一般管理費 61,450 56,008
うちのれん償却額 - -

税金 286 50
減価償却費 5,268 6,903
退職給付引当金繰入額 - -

その他経常費用 10,417 16,521
保険業法第113条繰延資産償却額 10,417 16,485
その他経常費用 - 36

保険業法第113条繰延額 △46,633 △42,3611
経常損失 △6,682 △28,608
特別利益 - -
特別損失 - 4,438
契約者配当準備金繰入額 - -
税引前当期純損失 △6,682 △33,047
法人税及び住民税 290 317
法人税等調整額 △2,442 △11,026
法人税等合計 △2,152 △10,709
当期純損失 △4,529 △22,337

（２）損益計算書
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属性 会社等の名称 議決権の
所有権割合 取引の内容 取引金額

親会社 ジャパンホームシールド
株式会社 直接50％

出向者負担金 34,438
家賃・共益費等 2,420
事務費等 864
代理店手数料 655

－ 株式会社LIXIL － 事務費等 177

－ LIXILグループ
ファイナンス株式会社 －

短期借入金 15,000
支払金利 36

(単位：千円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 取引条件は、市場実勢を勘案して、交渉の上で決定しています。

1. 関係会社との取引による費用総額は 53,593千円です。
2. （１）正味収入保険料は、3,046千円です。
（２）正味支払保険金は、322千円です。

（損益計算書に関する注記事項）

５. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

3. 1株当たりの当期純損失は 6,569円 82銭であります。算定上の基礎である当期純損失は22,337千円であり、
その全額が①普通株式200株、②Ａ種類株式3,200株に係るものです。
4. 関連当事者との取引は以下のとおりです。

（２）正味支払保険金は、606千円です。
（３）支払備金戻入額の内訳は次の通りです。

支払備金戻入額(出再支払備金控除前) 257千円
同上にかかる出再支払備金戻入額 232千円
差引戻入額(イ) 25千円
IBNR備金戻入額(出再IBNR備金控除前) 576千円
同上にかかる出再IBNR備金戻入額 519千円
差引戻入額(ロ) 57千円
計戻入額(イ+ロ) 83千円

（４）責任準備金の内訳は次の通りです。
責任準備金戻入額(出再責任準備金控除前) 17,449千円
同上にかかる出再責任準備金戻入額 15,704千円
差引戻入額(イ) 1,744千円
異常危険準備金繰入額(ロ) 122千円
計戻入額(イ+ロ) 1,721千円

（５）利息及び配当金等収入は、ありません。



（３）株主資本等変動計算書

(単位：千円）
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株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 50,000 50,000 - 50,000
新株の発行 35,000 35,000 - 35,000
剰余金の配当 - - - -
当期純利益 - - - -
自己株式の処分 - - - -
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) - - - -

当期変動額合計 35,000 35,000 - 35,000
当期末残高 85,000 85,000 - 85,000

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計利益準備金

その他資本剰余金
資本剰余金合計

繰越利益剰余金
当期首残高 - △4,465 △4,465 - △95,534
新株の発行 - - - - 70,000
剰余金の配当 - - - - -
当期純利益 - △4,529 △4,529 - △4,529
自己株式の処分 - - - - -
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -

当期変動額合計 - △4,529 △4,529 - 65,470
当期末残高 - △8,995 △8,995 - 161,004

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 - - - - - 95,534
新株の発行 - - - - - 70,000
剰余金の配当 - - - - - -
当期純利益 - - - - - △4,529
自己株式の処分 - - - - - -
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) - - - - - -

当期変動額合計 - - - - - 65,470
当期末残高 - - - - - 161,004

2018年度（2018年4月1日から2019年３月31日まで）



2019年度（2019年4月1日から2020年３月31日まで）

(単位：千円）
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株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 85,000 85,000 - 85,000
新株の発行 - - - -
剰余金の配当 - - - -
当期純利益 - - - -
自己株式の処分 - - - -
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) - - - -

当期変動額合計 - - - -
当期末残高 85,000 85,000 - 85,000

株主資本
利益剰余金

自己株式 株主資本
合計利益準備金

その他資本剰余金
資本剰余金合計

繰越利益剰余金
当期首残高 - △8,995 △8,995 - 161,004
新株の発行 - - - - -
剰余金の配当 - - - - -
当期純利益 - △22,337 △22,337 - △22,337
自己株式の処分 - - - - -
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) - - - - -

当期変動額合計 - △22,337 △22,337 - △22,337
当期末残高 - △31,333 △31,333 - 138,666

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 - - - - - 161,004
新株の発行 - - - - - -
剰余金の配当 - - - - - -
当期純利益 - - - - - △22,337
自己株式の処分 - - - - - -
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額) - - - - - -

当期変動額合計 - - - - - △22,337
当期末残高 - - - - - 138,666
（注）発行済株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類 前期末 当期増加 当期減少 当期末
普通株式 200株 0 0 200株
A種類株式 1,800株 0 0 3,200株
計 2,000株 0 0 3,400株
※A種類株式は、株主総会において議決権を行使することができない制限付株式です。



（4）キャッシュ・フロー計算書 (単位：千円）

23

年度
科目 2018年度

(2019年3月31日)
2019年度

(2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益(△は損失) △6,682 △33,047
減価償却費 5,268 11,342
保険業法第113条繰延資産償却費 10,417 16,485
支払備金の増加額(△は減少) 191 △83
責任準備金の増加額(△は減少) 910 △1,721
契約者配当準備金繰入額 － －
退職給付引当金の増加額(△は減少) － －
役員退職慰労引当金の増加額(△は減少) － －
価格変動準備金の増加額(△は減少) － －
利息及び配当金等収入 － －
有価証券関係損益(△は益) － －
支払利息 － 36
為替差損益(△は益) － －
有形固定資産関係損益(△は益) － －
代理店貸の増加額(△は増加) － －
再保険貸の増加額(△は増加) 7,139 △1,376
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額(△は増加) △2,116 1,560
代理店借の増加額(△は減少) 20 40
再保険借の増加額(△は減少) △11,326 △750
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額(△は減少) △1,789 △4,337
その他 － －

小 計 2,033 △11,852
利息及び配当金等の受取額 － －
利息の支払額 － △28
契約者配当金の支払額 － －
その他 － －
法人税等の支払額 △290 △314

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,743 △12,195
投資活動によるキャッシュ・フロー

預貯金の純増減額（△は増加） － －
有価証券の取得による支出 － －
有価証券の売却・償還による収入 － －
保険業法第113条繰延資産の取得による支出 △46,633 △43,361
その他 － △12,343

投資活動によるキャッシュ・フロー △46,633 △54,704
財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入 － 15,000
借入金の返済による支出 － －
社債の発行による収入 － －
社債の償還による支出 － －
株式の発行による収入 70,000 －
自己株式の取得による支出 － －
配当金の支払額 － －
その他 － －

財務活動によるキャッシュ・フロー 70,000 15,000
現金及び現金同等物に係る換算差額 － －
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,109 △51,899
現金及び現金同等物期首残高 43,867 68,977
現金及び現金同等物期末残高 68,977 17,077



（5）事業費の明細
(単位：千円）
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年度
区分

2018年度
(2019年3月31日現在)

2019年度
(2020年3月31日現在)

営業費 773 1,331
代理店手数料 256 689
営業職員経費 ― ―
広告宣伝費 32 163
その他営業費 484 478

一般管理費 60,676 54,676
人件費 36,733 33,640
物件費 23,942 21,036

合計 61,450 56,008

財務諸表の適正性と財務諸表作成について
当社取締役社長は、当社の2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度に係る財務諸表等に不実の記載がないも
のと認識しています。
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